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フィンテック事業再編に向けた協議の再開始に関するお知らせ 

 

楽天グループ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼社長：三木谷浩史、以

下、「楽天グループ」）と楽天銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：東林知隆、

以下、「楽天銀行」）は、2024 年４月１日付で開示した「フィンテック事業再編に向けた協議の

開始に関するお知らせ」にてフィンテック事業再編に関する協議開始を公表し、その後 2024 年

９月 30 日付で本再編の取り止めを公表いたしましたが、2026 年２月 25 日開催の各社取締役会

の決議に基づき、楽天銀行を含む楽天グループのフィンテック事業（以下、「フィンテック事

業」）の再編（以下、「本再編」）に向け、再度協議を開始することについて合意し、本再編に関

する基本合意書（以下、「本基本合意書」）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

 

記 

 

１． 本再編の協議再開始の背景・目的 

楽天グループは、「イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメントする」を経営の

基本理念に掲げ、国内外において、Ｅコマース、トラベル、デジタルコンテンツ等のインター

ネットサービス、クレジットカードをはじめとした、銀行、証券、保険、電子マネー、スマホ

アプリ決済といったフィンテック（金融）サービス、携帯キャリア事業等のモバイルサービ

ス、さらにプロスポーツといった多岐にわたる分野で 70 以上のサービスを、楽天会員を中心と

したメンバーシップを軸に有機的に結び付けながら他にはない独自の「楽天エコシステム（経

済圏）」を形成しています。国内外の会員が複数のサービスを回遊的・継続的に利用できる環境

を整備することで、会員一人当たりの生涯価値（ライフタイムバリュー）の最大化、顧客獲得

コストの最小化等の相乗効果の創出、グループ収益の最大化を目指しています。 

フィンテック事業の各サービスは、人々の生活のニーズに応える総合金融サービスとして、

会員基盤が継続的に拡大しております。各フィンテック事業においては、キャッシュレス社会

における事業全体の更なる成長に向けて、これまで各サービス間の連携強化を進めてまいりま
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した。一方、金融サービスに対する顧客ニーズが益々多様化し、よりシームレスかつ機動的な

サービス運営が求められる中、楽天グループは、今後の経営戦略、経営資源の最適配分、グル

ープストラクチャーの最適化を継続的に検討してまいりました。 

こうした検討を踏まえ、楽天グループ及び楽天銀行は、2024 年４月１日付で開示した「フィ

ンテック事業再編に向けた協議の開始に関するお知らせ」にてフィンテック事業再編に関する

協議開始を公表し、その後総合的な検討・協議を進めてまいりましたが、楽天グループにおい

て、複数の選択肢を比較検討した結果、当時は必ずしも本再編を行うことがフィンテック事業

のエコシステムの更なる拡大と競争優位性の向上にとって最適とは言い難いとの判断に至った

ことを踏まえ、楽天グループ及び楽天銀行は、2024 年９月 30 日付で本再編の取り止めを公表

いたしました。 

しかしながら、その後の事業環境は一段と急速に変化しています。具体的には、本邦金利の

動向を受けた資金調達環境の変化に加え、デジタルバンクのみならず大手銀行を含めた多数の

銀行が積極的な顧客・預金獲得プロモーションを展開し、顧客・預金獲得競争が激化していま

す。また大手銀行グループによるリテール領域への大規模な経営資源投下や、大手通信キャリ

ア中心に金融サービスを含むエコシステムの形成が進み、それぞれ顧客の囲い込みが進んでい

ます。更には、生成ＡＩをはじめとした先端テクノロジー活用等に伴うデータ連携の重要性の

高まり、キャッシュレス決済の普及や NISA 制度の拡充などに代表される資産形成への意識の高

まり等、国内外フィンテック業界の潮流が急速に変化し、フィンテック事業を取り巻く競争環

境も例外ではありません。 

楽天グループは現在のグループストラクチャーのもとでフィンテック事業全体の強化を図っ

てまいりましたが、こうした事業環境の変化を踏まえ、楽天グループとしては、楽天エコシス

テムの更なる拡大と企業価値の長期的・持続的拡大の観点から、フィンテック事業のグループ

ストラクチャーを改めて最適化することで、各ビジネス間の連携を強化し、データ連携やＡＩ

の活用、フィンテック事業全体の調達コストの最適化等、フィンテック全体戦略の検討を加速

させる体制構築が必要との認識に改めて至り、2026 年１月 14 日に楽天グループより楽天銀行

に対して本再編について再検討を開始したい旨を提案いたしました。 

 

一方、楽天銀行においては、ゼロキャッシュ時代の到来を見据えた本邦金融市場のリーディ

ングカンパニーを目指し、更なる顧客基盤の拡充と収益基盤の強化、フィンテック領域の成長

取込みに取り組んでいます。楽天銀行は、この目指す事業拡大の実現に向けて、楽天エコシス

テムを回遊する楽天会員を効率的に獲得し、かつ楽天グループ各社と協業し、楽天エコシステ

ムに存在する資金決済ニーズや資金需要等に対して銀行サービスを提供することにより顧客数

及び取引機会を増やし、業容拡大の更なる加速に向けて取り組んでいます。 

そのような中、国内金利の上昇に伴う調達コストの増加等の環境変化や金融サービスに対す

る顧客ニーズの多様化が進む状況を踏まえ、銀行・カード・証券を連携強化することで、グル

ープ内での迅速かつ機動的な意思決定や、より深度のある連携を実現可能とし、フィンテック

戦略を一層加速できる体制を構築できると判断いたしました。これにより、金利上昇下におい
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ても強固な預金調達力を有する楽天銀行の強みを最大限に活かし、多様化する顧客ニーズに応

える総合フィンテック会社としての成長を、楽天銀行単独で事業運営を続ける場合と比べて一

層加速できると考え、本再編の更なる検討・協議を進めることを決定いたしました。 

 

本再編を通じて、フィンテック事業のエコシステム強化と、より機動的かつ柔軟な意思決定

を可能とする経営体制の構築を図ることで、楽天エコシステム全体の成長を実現し、楽天グル

ープ全体及び楽天銀行のステークホルダーにとって大きな価値をもたらすものと考えていま

す。楽天グループ及び楽天銀行は、本再編が持続的成長と企業価値向上に資するよう、今後協

議を進めてまいります。 

 

２． 本再編の形態 

楽天銀行、楽天カード株式会社（以下、「楽天カード」）、楽天証券ホールディングス株式会社

等のフィンテック事業全体1を１つのグループに集約する組織再編を想定しております。 

本再編後においても、楽天銀行は、引き続き楽天エコシステムを形成する上で、楽天グルー

プの重要な連結子会社であり、フィンテック事業は楽天グループのコアとなる事業セグメント

の１つであるとの位置づけに何ら変更はございません。 

また、組織再編の具体的な形態及び楽天カードの普通株式の 14.99%を保有する株式会社みず

ほ銀行、楽天証券株式会社の普通株式の 49.00%を保有するみずほ証券株式会社の本再編への関

与方針については現時点で未定であり、今後協議を進める予定です。 

上記は現時点における方針であり、監督官庁の許認可等を含め今後の協議・検討の結果次第

では、楽天グループの更なる組織再編が必要になる場合や、本再編の全部又は一部を実施しな

いという結論に至る可能性がございます。 

 

３． 本再編後の株式の上場に関する事項 

本日現在、楽天銀行の株式は東京証券取引所プライム市場に上場されております。本再編の

実施後においても、楽天銀行の株式は、引き続き東京証券取引所プライム市場に上場されるこ

とを想定しております。 

 

４． 公正性を担保するための措置 

楽天グループは、本日現在、楽天銀行株式 85,962,580 株（保有割合にして 49.26%）を保有

し、楽天銀行の親会社であることから、本再編は、楽天銀行にとって支配株主との取引等に該

当いたします。そこで、楽天銀行は、本再編の公正性を担保するため、本日現在、以下の措置

を講じております。 

まず、楽天銀行の取締役会は、楽天グループ及び本再編の成否から独立した楽天銀行の独立

社外取締役長門正貢氏、川村佳世子氏及び独立社外監査役山田眞之助氏及び三村亨氏並びに企業

法務に関する豊富な知識と経験を有しており、2026年６月開催予定の楽天銀行の第27期定時株主総会

 
1 楽天インシュアランスホールディングス株式会社、楽天ウォレット株式会社等は本再編の対象外とします。 
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において独立社外取締役候補者として上程を予定している河井聡氏の計５名によって構成される特

別委員会（以下、「本特別委員会」）を設置し、本特別委員会に対し、①楽天銀行の取締役会に

おいて本再編の実施の決定をするべきか否かについて検討し、楽天銀行の取締役会に勧告を行

うこと及び②楽天銀行の取締役会における本再編の実施の決定が、楽天銀行の少数株主にとっ

て不利益なものでないかについて検討し、楽天銀行の取締役会に意見を述べることを委嘱して

います（以下、「本委嘱事項」）。 

楽天銀行は、本再編に関する検討に際して、楽天グループから独立した社内検討体制を整備

するとともに、楽天グループ及び楽天銀行から独立したアドバイザー（フィナンシャル・アド

バイザーとして大和証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社、リーガル・アド

バイザーとして森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）を選任しており、本特別委員会にお

いて、かかる社内検討体制及びアドバイザーの選任について承認を受けております。また、本

特別委員会は、本再編に係る条件の検討のために、楽天グループ及び楽天銀行から独立した第

三者算定機関として合同会社デロイトトーマツを選定しております。 

楽天銀行の取締役会は、本基本合意書の締結にあたって、本特別委員会より、本再編が楽天

銀行の企業価値向上の観点から有意義な施策となり得ること、本基本合意書を締結し公表する

ことは多数の関係者の関与を必要とする本再編の本格的な検討を進める上で有用であり、これ

によって楽天銀行に重大な悪影響が生ずることは見込まれていないこと、本基本合意書は楽天

銀行に対して本再編の実行についての法的義務を生じさせるものではないことから、楽天銀行

の取締役会において本再編の協議を開始する旨を定めた本基本合意書の締結の決定をすること

は、楽天銀行にとって特段不合理でなく、楽天銀行の少数株主にとって不利益なものではない

と考えられる旨の意見書（以下、「本意見書」）を取得しております。楽天銀行の取締役会は本

意見書の内容を勘案した上で、本基本合意書の締結を決定しております。今後、本再編に係る

協議を進めてまいりますが、楽天銀行の取締役会は、本再編に関する意思決定については、本

特別委員会の判断内容を最大限尊重して行うものとし、本再編に関する最終契約の締結まで

に、本特別委員会から、本委嘱事項に関する答申書を取得することを予定しております。ま

た、本特別委員会が、本再編の目的又は取引条件若しくは手続が妥当でないと判断した場合に

は、楽天銀行の取締役会は本再編の実施を決定しないものとすることとしております。 

 

５． 利益相反を回避するための措置 

楽天グループは、楽天銀行株式 85,962,580 株（保有割合にして 49.26%）を保有し、楽天銀

行の親会社であることから、本再編は、楽天銀行にとって支配株主との取引等に該当いたしま

す。そこで、楽天銀行は、楽天グループと楽天銀行の少数株主の間の利益相反を回避するため

の措置として、上記４.に記載のとおり、独立した本特別委員会を設置しております。 

楽天銀行の取締役会は、本基本合意書の締結にあたって、本特別委員会より、本意見書を取

得しております。楽天銀行の取締役会は本意見書の内容を勘案した上で、本基本合意書の締結

を決定しております。今後、本再編に係る協議を進めてまいりますが、楽天銀行の取締役会に

おける本再編に関する意思決定については、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して行うも
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のとし、本再編に関する最終契約の締結までに、本特別委員会から、本委嘱事項に関する答申

書を取得することを予定しております。また、本特別委員会が、本再編の目的又は取引条件若

しくは手続が妥当でないと判断した場合には、楽天銀行の取締役会は本再編の実施を決定しな

いものとすることとしております。 

加えて、本再編に係る楽天銀行の取締役会の審議及び決議には、楽天銀行の取締役のうち、

現に楽天グループの代表取締役を務める三木谷浩史氏は参加しておらず、今後も三木谷浩史氏

は本再編に関する楽天銀行の取締役会の審議及び決議には参加しない予定です。また、楽天銀

行の代表取締役社長である東林知隆氏は現在楽天グループの役職員ではないものの、2025 年３

月まで楽天グループの常務執行役員の地位にあったことから、公正性を担保する観点で本再編

に関する楽天銀行の取締役会の審議及び決議には参加しておらず、今後も東林知隆氏は本再編

に関する楽天銀行の取締役会の審議及び決議には参加しない予定です。 

 

６． 本再編の日程 

今後、楽天グループ及び楽天銀行は、本再編に関する最終契約を締結し、楽天銀行の株主総

会の承認（必要があれば）及び必要な監督官庁等による許認可の取得をした上での速やかな本

再編の効力発生を目指し、協議を進めてまいります。本再編の効力発生は 2026年 10 月を目指

しておりますが、監督官庁の許認可等を含め今後の協議・検討の結果次第では、上記日程が変

更になる可能性がございます。 

 

７． 当事会社の概要（2025 年 12 月 31 日時点2） 

（１） 名称 楽天グループ株式会社 

（２） 所在地 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長 

三木谷 浩史 

（４） 事業内容 インターネット・サービス等 

（５） 資本金 459,508 百万円 

（６） 設立年月日 1997 年２月７日 

（７） 発行済株式数 2,169,972,100 株 

（８） 決算期 12 月 31 日 

（９） 大株主及び 

持株比率 

(合)クリムゾングループ 10.43% 

三木谷 浩史        8.14% 

（10） 直前事業年度の経営成績及び 

財政状態 

2025 年 12 月期 

（連結・国際会計基準） 

 親会社の所有者に帰属する持分 992,402 百万円 

 資産合計 28,804,400 百万円 

 
2 楽天カード株式会社のみ、2024 年 12 月 31 日時点の情報を使用しております。 
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 １株当たり 

親会社所有者帰属持分 
457.33 円 

 売上収益 2,496,575 百万円 

 営業利益 14,382 百万円 

 税引前当期利益 △29,550 百万円 

 親会社の所有者に帰属する 

当期利益 
△177,886 百万円 

 親会社の所有者に帰属する 

基本的１株当たり当期利益 
△82.24 円 

 

（１） 名称 楽天銀行株式会社 

（２） 所在地 東京都港区港南 2-16-5 NBF 品川タワー 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 

東林 知隆 

（４） 事業内容 電子メディアによる銀行業 

（５） 資本金 32,642 百万円 

（６） 設立年月日 2000 年１月 14 日 

（７） 発行済株式数 174,498,780 株 

（８） 決算期 ３月 31 日 

（９） 大株主及び持株比率 楽天グループ株式会社 49.26% 

(10) 直前事業年度の経営成績及び 

財政状態 

2025 年３月期 

（連結・日本基準） 

 純資産 319,117 百万円 

 総資産 14,748,639 百万円 

 １株当たり純資産 1,729.90 円 

 経常収益 184,534 百万円 

 経常利益 71,524 百万円 

 親会社株主に帰属する 

当期純利益 
50,779 百万円 

 親会社株主に帰属する 

１株当たり当期純利益 
291.03 円 

 

（１） 名称 楽天カード株式会社 

（２） 所在地 東京都港区南青山二丁目６番 21 号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 

中村 晃一 
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（４） 事業内容 クレジットカード、カードローン、 

信用保証業務等 

（５） 資本金 19,323 百万円 

（６） 設立年月日 2001 年 12 月６日 

（７） 発行済株式数 84,128 株 

（８） 決算期 12 月 31 日 

（９） 大株主及び持株比率 楽天グループ株式会社 85.01% 

株式会社みずほ銀行 14.99%    

(10) 直前事業年度の経営成績及び 

財政状態 

2024 年 12 月期 

（連結・国際会計基準） 

 親会社の所有者に帰属する持分 131,074 百万円 

 資産合計 4,459,004 百万円 

 １株当たり 

親会社所有者帰属持分 
1,558,030.24 円 

 売上収益 407,954 百万円 

 営業利益 62,332 百万円 

 税引前当期利益 61,938 百万円 

 親会社の所有者に帰属する 

当期利益 
47,920 百万円 

 親会社の所有者に帰属する 

基本的１株当たり当期利益 
569,610.80 円 

 

（１） 名称 楽天証券ホールディングス株式会社 

（２） 所在地 東京都港区南青山二丁目６番 21 号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 

楠 雄治 

（４） 事業内容 子会社の経営管理及び付帯業務 

（５） 資本金 10,350 百万円 

（６） 設立年月日 2022 年 10 月３日 

（７） 発行済株式数 396,646,000 株 

（８） 決算期 12 月 31 日 

（９） 大株主及び持株比率 楽天グループ株式会社 100% 

※楽天証券ホールディングス株式会社は純粋持株会社のため、経営成績及び財政状態について

は本再編に関連する傘下事業会社のみを記載しています。 

 

（１） 名称 楽天証券株式会社 
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（２） 所在地 東京都港区南青山二丁目６番 21 号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 

楠 雄治 

（４） 事業内容 インターネットを通じた金融商品取引業に係る

サービス等（有価証券の売買及びその委託の媒

介等、有価証券の募集及び売出しの取扱い、投

資助言・代理業、投資運用業、商品先物取引業

等） 

（５） 資本金 19,495 百万円 

（６） 設立年月日 1999 年 3 月 24 日 

（７） 発行済株式数  190,799 株 

（８） 決算期 12 月 31 日 

（９） 大株主及び持株比率 楽天証券ホールディングス株式会社 51.0% 

みずほ証券株式会社 49.0% 

(10) 直前事業年度の経営成績及び 

財政状態 

2025 年 12 月期 

（連結・日本基準） 

 純資産 198,347 百万円 

 総資産 5,124,938 百万円 

 １株当たり純資産 1,039,563.95 円 

 経常収益（営業収益） 158,340 百万円 

 経常利益 44,548 百万円 

 親会社株主に帰属する 

当期純利益 
21,699 百万円 

 親会社株主に帰属する 

１株当たり当期純利益 
113,729.57 円 

 

（１） 名称 楽天投信投資顧問株式会社 

（２） 所在地 東京都港区南青山二丁目６番 21 号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 

東 眞之 

（４） 事業内容 1.金融商品取引法に規定する投資運用業 

2.金融商品取引法に規定する投資助言・代理業 

3.金融商品取引法に規定する第二種金融商品取

引業 

4.その他金融商品取引法により金融商品取引業

者が営むことができる業務 
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5.前各項に付帯または関連する一切の業務 

（５） 資本金 150 百万円 

（６） 設立年月日 2006 年 12 月 28 日 

（７） 発行済株式数  13,000 株 

（８） 決算期 12 月 31 日 

（９） 大株主及び持株比率 楽天証券ホールディングス株式会社 100% 

(10) 直前事業年度の経営成績及び 

財政状態 

2025 年 12 月期 

（単体・日本基準） 

 純資産 5,439 百万円 

 総資産 7,975 百万円 

 １株当たり純資産 418,366.34 円  

 経常収益（営業収益） 6,517 百万円 

 経常利益 1,513 百万円 

 親会社株主に帰属する 

当期純利益 
1,047 百万円 

 親会社株主に帰属する 

１株当たり当期純利益 
80,531.04 円 

 

８． 今後の見通し 

楽天グループ及び楽天銀行は、今後、本再編に関する最終契約を締結し、楽天銀行の株主総

会の承認（必要があれば）及び必要な監督官庁等による許認可の取得をした上での速やかな本

再編の効力発生を目指して、協議を進めてまいります。本再編の効力発生は 2026 年 10 月を目

指しておりますが、監督官庁の許認可等を含め今後の協議・検討の結果次第では、上記日程が

変更になる可能性がございます。その他、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いた

します。 

 

９． 支配株主との取引等に関する事項 

（１）支配株主との取引等の該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況 

楽天グループは、楽天銀行株式 85,962,580 株（保有割合にして 49.26%）を保有し、楽天銀

行の親会社であることから、本再編は、楽天銀行にとって支配株主との取引等に該当いたしま

す。 

楽天銀行が 2025 年６月 25日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している楽天

銀行の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」には楽天

銀行は、独立役員から構成される「特別監視委員会」を設置し、楽天グループとの取引及び行

為の実行に際して、同委員会に事前に諮問又は事後に報告をしなければならない旨を定めてお

ります。 



 

10 

 

楽天銀行は、本再編を検討するにあたり、楽天グループと楽天銀行の間の利益相反を回避

し、本再編の公正性を担保するための措置として、上記４.及び上記５.に記載のとおり、本特

別委員会を設置しております。また、楽天銀行は、本再編の実行に際しては、特別監視委員会

に対しても報告することを予定しております。これらの対応は、上記方針に適合しているもの

と考えております。 

 

（２）利益相反を回避するための措置及び公正性を担保するための措置に関する事項 

楽天銀行は、本再編を検討するにあたり、上記４.及び上記５.に記載のとおり、楽天グルー

プと楽天銀行の少数株主の間の利益相反を回避し、本再編の公正性を担保するための措置を講

じております。 

 

（３）当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と独立性

を有する者から入手した意見の概要 

楽天銀行の取締役会は、本再編を検討するにあたり、楽天グループと楽天銀行の少数株主の

間の利益相反を回避し、本再編の公正性を担保するための措置として、本特別委員会を設置し

ており、本基本合意書の締結にあたり、本特別委員会から本意見書を取得しております。ま

た、楽天銀行の取締役会は、本再編に関する意思決定については、本特別委員会の判断内容を

最大限尊重して行うものとし、本再編に関する最終契約の締結までに、本特別委員会から、本

委嘱事項に関する答申書を取得することを予定しております。詳細については、上記４.及び上

記５.をご参照ください。 

 

 

以 上 


